
別紙第１のうち、３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げ

る化学物質）及び同項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質）の解釈は、次のとおりです。

輸出貿易管理令の運用について（関連部分抜粋）

輸出令 輸出令別表

別表第２ 第２中解釈を 解 釈

の項 要する語

35の3 附属書Ⅲ上欄 2･4･5-Ｔ、2･4･5-Ｔ塩及び2･4･5-Ｔのエステル化合物、ア

に掲げる化学 ラクロール、アルドリン、アルジカルブ、ビナパクリル、

物質 カプタホール、クロルデン、クロルジメホルム、クロロベ

ンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ－オルト－

クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－クレゾー

ル（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナトリ

ウム塩等 、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル）

、 （ ）、 、化合物 1･2-ジブロモエタン ＥＤＢ エンドスルファン

1･2-ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロアセト

アミド、ＨＣＨ（異性体混合物 、ヘプタクロル、ヘキサク）

ロロベンゼン、リンデン、水銀及び水銀化合物（無機水銀

化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及

びアリル水銀化合物を含む 、モノクロトホス、パラチオ。）

ン、ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩

及びペンタクロロフェノールのエステル化合物、トキサフ

ェン、トリブチルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝

オキシド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ

＝メタクリラート、トリブチルスズ＝ベンゾエート、トリ

ブチルスズ＝クロリド、トリブチルスズ＝リノリエート、

トリブチルスズ＝ナフテナートを含む全て 、ベノミル、カ）

ルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤、メタミド

ホス、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチ

ノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライ

ト、トレモライト 、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ 、ポリ） ）

（ ）、 （ ）、塩化ビフェニル ＰＣＢ ポリ塩化テルフェニル ＰＣＴ

、 、 （ ）四エチル鉛 四メチル鉛 トリス 2･3-ジブロモプロピル

＝ホスファート並びにこれらを含有する混合物又は製剤

次のいずれかに該当するもの

を除く。



① ベノミル、カルボフラン

及びチウラムの全てを含有

する粉剤であって、ベノミ

ル７％以上、カルボフラン

１０％以上、チウラム１５

％以上を全て含む粉剤でな

い場合

② メタミドホスであって、

１リットルにつき６００ｇ

を超えて含有する液剤でな

い場合

③ ホスファミドンであって

１リットルにつき１０００

ｇを超えて含有する液剤で

ない場合

④ メチルパラチオンであっ

て、１９．５％以上含有す

る乳剤でなく、１．５％以

上含有する粉剤でない場合

化学物質の審 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が３以

査及び製造等 上のものに限る 、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、。）

の規制に関す ディルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又はヘプ

る法律（昭和4 タクロル（クロルデン類 、ビス（トリブチルスズ）＝オキ）

8年法律第117 シド、Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、

号）第２条第 Ｎ－トリル－Ｎ’ －キシリル－パラ－フェニレンジアミン

２項に規定す 又はＮ Ｎ －ジキシリル－パラ－フェニレンジアミン 2,， ’ 、

、 、る第一種特定 4,6－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール トキサフェン

化学物質 マイレックス、ケルセン又はジコホル、ヘキサクロロブタ

－1,3－ジエン、2－(2H－1,2,3－ベンゾトリアゾール－2－

イル)－4,6－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール、ＰＦＯ

Ｓ又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベンゼン、アル

ファ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－ヘキサクロ

、 、ロシクロヘキサン ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキサン

クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブロモジ

フェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘ

キサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニル

エーテル並びにこれらを含有する混合物又は製剤

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン



ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ペンタクロロベンゼ

ン、アルファ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、

ガンマ－ヘキサクロロシクロ

ヘキサン、クロルデコンが使

用されている農薬取締法（昭

和23年法律第82号）第１条の

２第１項に規定する農薬を含

む。

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

、 、ックス ＰＦＯＳ又はその塩

ペンタクロロベンゼン、アル

ファ－ヘキサクロロシクロヘ

キサン、ベータ－ヘキサクロ

ロシクロヘキサン、ガンマ－

ヘキサクロロシクロヘキサ

ン、クロルデコンが使用され

ている薬事法（昭和35年法律

第145号）第２条第１項に規

定する医薬品、同条第２項に

規定する医薬部外品又は同条

第４項に規定する医療機器を

含む。

ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。

①潤滑油、切削油及び作動油

②接着剤（動植物系のものを

除く 、パテ及び閉そく用又。）

はシーリング用の充てん料

③塗料（水系塗料を除く 、。）

印刷用インキ及び感圧複写紙

④液体を熱媒体とする加熱用



又は冷却用の機器

⑤油入変圧器並びに紙コンデ

ンサー、油入コンデンサー及

び有機皮膜コンデンサー

⑥エアコンディショナー、テ

レビジョン受信機及び電子レ

ンジ

アルドリン又はＤＤＴが使用

されている以下の製品を含

む。

①木材用の防腐剤、防虫剤及

びかび防止剤

②塗料（防腐用、防虫用又は

かび防止用のものに限る ）。

ディルドリンが使用されてい

る以下の製品を含む。

①木材用の防腐剤、防虫剤及

びかび防止剤

②塗料（防腐用、防虫用又は

かび防止用のものに限る ）。

（ 。）③羊毛 脂付き羊毛を除く

クロルデン類が使用されてい

る以下の製品を含む。

①木材用の防腐剤及び防虫剤

②木材用の接着剤

③塗料（防腐用又は防虫用の

ものに限る ）。

④防腐木材及び防虫木材

⑤防腐合板及び防虫合板

マイレックスが使用されてい

る木材用の防虫剤を含む。

ＰＦＯＳ又はその塩が使用さ

れている以下の製品を含む。

①航空機用の作動油

②糸を紡ぐために使用する油



剤

③金属の加工に使用するエッ

チング剤

④半導体（無線機器が３メガ

ヘルツ以上の周波数の電波を

送受信することを可能とする

化合物半導体を除く ）の製。

造に使用するエッチング剤

⑤メッキ用の表面処理剤又は

その調製添加剤

⑥半導体の製造に使用する反

射防止剤

⑦研磨剤

⑧消火器、消火器用消火薬剤

及び泡消火薬剤

⑨防虫剤（しろあり又はあり

の防除に用いられるものに限

る ）。

⑩印画紙

⑪エッチング剤（圧電フィル

タ又は無線機器が３メガヘル

ツ以上の周波数の電波を送受

信することを可能とする化合

物半導体の製造に使用するも

のに限る ）。

⑫半導体用のレジスト

⑬業務用写真フィルム

テトラブロモジフェニルエー

テルが使用されている以下の

製品を含む。

①塗料

②接着剤

ペンタブロモジフェニルエー

テルが使用されている以下の

製品を含む。

①塗料

②接着剤


